
１．会議名 

 第８回安田支所庁舎整備検討委員会 

 

２．開催日時 

 平成３０年１０月２４日（水）午後７時から午後８時２０分まで 

 

３．開催場所 

 安田公民館 １階 大集会室 

 

４．出席者（傍聴者を除く。）の氏名（敬称略） 

 ・委 員：太田 學、齋藤 清正、江部 真由美、五十嵐 芳美、柾木 佐太

二、佐藤 翼、星野 誠一（１０人中 ７人出席） 

      小野里 澄子（欠席）、旗野 佳子（欠席）、  吉徳（欠席） 

 

 ・事務局：渡辺管財課長、宮尾管財課長補佐、鈴木安田支所長、清野生涯学習

課長補佐、小林管財課財産管理係長、長峰管財課主任、田中生涯学

習課主幹 

 

５．議事 

 (1) 愛称の選考について（公開） 

 (2) その他（公開） 

 

６．非公開の理由 

 なし 

 

７．傍聴者の数 

 ３人 

 

８．発言の内容（以下より） 

 開会 

 事務局 

  それでは、定刻となりましたので、これより第 8 回安田支所庁舎整備検討

委員会を開会させていただきます。はじめに開会に当りまして、管財課長の渡

辺がごあいさつを申し上げます。 

  

 事務局 



検討委員の皆様から様々なご意見をいただきながら進めてまいりました安

田地区複合施設につきましては、本年度末、来年の３月開所に向けて建設工

事を急ぎ進めているところです。現場におきましては、基礎工事に長期間を

要しまして、なかなか姿が見えないことから、内外から本当に間に合うのか

という声が聞かれましたが、９月には鉄骨の建て方工事を終了しまして、現

在は、各階の床のコンクリート工事、そして屋根工事、外壁工事を行ってい

るところです。ようやく姿が見えるようになり、日々皆様方から進捗をご確

認いただける状況になっています。当初から余裕ある工期ではございません

でしたが、なんとか来年３月のオープンを目指して進んでいることをご報告

させていただきます。 

本日の委員会では、新たな施設の愛称につきまして、最終候補の選考をお

願いすることになります。安田地区の交流拠点施設として、大いに市民の皆

様からご利用いただくため、愛称によりまして親しみを持っていただき、ま

た存在感をアピールすることも必要と考えています。これにふさわしい愛称

が決定できますよう、ご審議をよろしくお願いいたします。 

あいさつは以上でありますが、会議に入る前に、本委員会の開催も２年近

くぶりになりまして、市の担当も大幅に変わっています。ご挨拶が遅れたこ

とをお詫び申し上げ、今日出席しております職員の紹介をさせていただけれ

ばと存じます。 

この事業を担当しております管財課では、まず私、昨年度から管財課長を

務めさせていただいております、渡辺でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

次に本年度から管財課にまいりました宮尾課長補佐です。 

 

 事務局 

  宮尾でございます。よろしくお願いいたします。 

 

 事務局 

  続きまして、小林係長と長峰主任につきましては、引続き担当ということ  

でよろしくお願いいたします。 

 

 事務局 

  小林です。よろしくお願いいたします。 

 

 事務局 

  長峰です。よろしくお願いいたします。 



 事務局 

  次に、新しい施設の構成施設となります安田支所、鈴木支所長でございま

す。 

 

 事務局 

  鈴木です。よろしくお願いいたします。 

 

 事務局 

  同じく構成施設となります、公民館を所管する生涯学習課から本日、齋藤

課長が欠席となりますが、清野課長補佐と田中主幹が出席しております。 

 

 事務局 

  清野です。よろしくお願いいたします。 

 

 事務局 

  田中です。よろしくお願いいたします。 

 

 事務局 

  以上が現在の担当、関係職員となりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

  審議に入る前に、ご報告をさせていただきます。新たな施設の正式名称で

すが、条例に基づく正式名称は、安田交流センターといたしました。以前か

ら複合施設として考えておりましたが、何の建物かわかりづらい、堅苦しい

ということで、建物のコンセプトであります地域交流の拠点施設であること

をストレートに伝えるネーミングといたしました。つきましては、今回の公

募作品の中にも正式名称と同じもの、似ているものがありますので、この点

を考慮して選考いただければと存じます。 

  それでは、委員長より引続き会議を進めていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

 委員長 

  皆様お久しぶりでございます。約 2年近くぶりとなるのですが、今日は議

事にそって、１番で愛称の選考について、２番その他ということで進めさせ

ていただきたいと思います。進行の方法は、事務局でお願いします。 

 

 事務局 



  それでは、進行を事務局でということでありますので、進めさせていただ

きます。本日は、皆様から事前に公募作品７７作品から、お一人２作品を選

んでいただいた結果、今日お示ししている１７作品に絞り込まれておりま

す。この中から、お一人一つを選んでいただいて、それを最終候補とさせて

いただきます。最終的には市の方で決定させていただきたいと思っておりま

すので、ご了承願えればと存じます。 

 

 副委員長 

  正式名称である安田交流センターの次に、愛称の文字が入ることになるの

ですか。 

 

 事務局 

  そのとおりです。安田交流センターに繋がるものです。 

  

 副委員長 

  たとえば、センター、センターというのはよくないわけですね。 

 

 事務局 

  そうですね、そういう単語的なものも重複しないようにお願いしたいと思

います。 

 

 副委員長 

  ありがとうございます。 

 

 委員 

  愛称ということですか。 

 

事務局 

 そうです。 

 

 事務局 

  私の方から説明させていただきます。委員の皆様から、先般、第１次選考

ということで、結果のほうをＡ４の２枚で綴らせていただいております。そ

の中で、１５番につきまして、安田交流センターという作品がありますが、

こちらが正式名称となりましたので、この作品については斜め斜線を引いて

あります。今回の選考からは外していただいて、残り１６候補の中から選ん



でいただきたいということでお願いいたします。 

  皆様の方からご意見等があれば、この場でご検討いただいて、最終的な候

補の絞り込みということで、時間を設けさせていただきたいと思います。 

 

 委員長 

  時間は、どれくらいで進めればいいですか。 

 

 事務局 

  ３０分から４０分くらい意見交換をしていただきたいと思います。 

 

 委員長 

  それでは皆さん、これより３０分程度時間をかけていただいて、愛称を１

点選考していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 副委員長 

  安田なので、風に関する作品は結構ありますね。 

 

 委員 

  ようするに、この中から選んでくれということなのですね。１５番を除い

たもので。 

 

事務局 

  そうです。 

 

 委員 

  正式名称と愛称と、どういう扱いにするつもりですか。 

 

事務局 

  正式名称というのは、市の施設ができますと設置条例を定めるわけです

が、そこに正式名称としてうたわれるものとなります。愛称については、条

例上うたわれるものではありませんが、親しみをもって、いつも呼んでいた

だける名称として、○○へ行こうよとか、そういったことで使っていただけ

ればと思います。 

   

 事務局 

  例をあげるとすれば、新発田市の駅前にイクネスという施設があります



が、イクネスというのは愛称で、新発田駅前複合施設というものが正式名称

となっています。ただ、名称として親しまれているのがイクネスという愛称

ですので、安田の施設も愛称で呼ばれるようなものを選んでいただければと

思います。または、正式名称の方から続けて読んで繋がりがいいとか、こう

いうものがよいのではないかなど意見を出していただいて、選定に当たって

いただきたいと思います。 

 

 委員 

  イクネスは新発田の方言なのでしょうけどね。 

 

 事務局 

  新発田はそうですね、新発田市役所がヨリネスで、駅前の複合施設がイク

ネス、旧病院跡の公園がアイネスという愛称を付けています。 

 

 委員 

  正式な安田交流センターという名称があるから、皆さんこれを知ってしま

うとセンターで終ってしまうと思うのですが。 

 

 事務局 

  この建物が完成しますと、当然施設名称が表示されますが、そこにも安田

交流センター○○と、愛称も表示をさせていただくことになります。 

 

 委員長 

  皆さんこの中から何がいいと、自分の意見で１つ選べばよいのですか。 

  

 事務局 

  皆さんで一つの答えを出していただくのではなくて、今日は皆さん一人で

一つ選考していただいて、それを最終候補として、最終決定の参考にさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 委員 

  まとめるのではなく、その人その人十色でいいわけですね。若干表現を変

えてもいいわけですか。 

 

 事務局 

  そうですね、選考については、この１７作品から正式名称と重複する作品



１つを除いたものの中からとなりますが、そのままではなく、館をつけると

か、語呂がいいようなものがあるようであれば、若干変更もさせていただく

可能性もあるということです。それにつきましても、皆様からご了承をいた

だきたいと思います。大幅な変更はいたしませんが。 

 

 委員 

  これを見ていると、皆さん風の城とか風の街、風の音テラスとかが多いの

で、風にまつわるものがよいのではないかと思いますが、皆さんどう思われ

ますか。 

 

 副委員長 

  昔から、だしの風とかよく言われていますから。 

 

 委員 

  安田は、だしの風ですから。 

 

 事務局 

  世代を超えた交流施設となっていただきたいと思っています。方言だとお

年寄りだけわかって、お子様にはあまり親しみがなく、また、あまり洒落た

名前にしますと、お年寄りの方が馴染めないとか、いろいろ考えがあると思

います。 

 

 委員 

  安田名物だと、だしの風ですね。 

 

 事務局 

  何度も申し上げますが、ここで皆様から一つにまとめてもらうのではな

く、各々でお一つ選んでいただいて、参考にさせていただくという形をとら

せていただきます。 

 

 委員 

  一つずつ選んでというのは、一人一人個々に選べばいいのですか。 

 

 事務局 

  用紙に○印を記入していただきたいと思います。 

 



 委員 

  これを回収するのですか。 

  

事務局 

  一度回収させていただいて、集計後にお返しいたします。一番上にお名前

を書く場所がありますので、記入をしていただきたいと思います。 

  また、注意なのですが、他の施設で使用されている名称がありますと、そ

れは付けられない場合もあります。よくあるような名前が付けられない可能

性が高いことになります。 

 

事務局 

  一つ事務局として心配していることが、商標権の登録というものです。よ

く商品のネーミングにあるようで、こういった施設のネーミングについても

少なくないようです。ただし、実際に何が施設の名称として登録されてい

て、それがトラブルに繋がるのか見極めが非常に困難で、これがダメという

ものが申し上げられない状況なのですが。 

 

 委員 

  決まっても、調べたら登録されていたとなると、もうダメだということで

すね。 

 

 委員 

  登録しているのは、この中にはないと思いますが。 

 

 副委員長 

  最終候補のうち、調べて登録されていないものの中から決めるという流れ

になりますか。 

 

事務局 

  それも当然必要かと思います。 

 

事務局 

  この中で、１番のコスモスホールと５番の安心館については、よくある名

前ですので、危ないかも知れません。 

 

 委員 



  右の四角い欄に、自分がよいと思ったものに○をつけて出すということで

すか。 

  

事務局 

  もし委員さんの方で、こんな名前がよいのではないかという意見を出して

いただいた中で、私もその意見に賛同しますということで○を付けていただ

いたり、やっぱり自分が最初に思った作品が良いということで○を付けてい

ただいたりする、意見の交換の場とさせていただきたいと思います。 

 

 委員 

  今皆さんが思っている候補が一番よいのではないでしょうか。 

 

 事務局 

  あくまでも、最終決定は市が行うということで、お願いいたします。 

  

 委員長 

  今日、私どもの選考の結果は教えていただけるのでしょうか。 

 

 事務局 

  最終的に集計をさせていただいて、プリントアウトしてお渡しします。 

 

 委員 

  そんなに長い名前はないが、やっぱり呼びやすい名前がいいと思います。 

 

 副委員長 

  誰でも分かるような名前がいいと思います。 

 

 事務局 

  欠席されることが先に分かっていた委員さんについては、既に選考してい

ただいていますが、事前に分からなかったお二方につきましては、申し訳な

いのですが、意見は反映できない形になってしまいました。 

 

 委員 

  ○を付けて集めてもらいましょう。 

  

事務局 



  選んでいただいた方から集めさせていただきます。 

  

 ≪回収及び集計≫ 

 

 事務局 

  いま集計をいたしまして、紙面をもって報告をさせていただきます。 

  その他のところで詳しいお話をさせていただきますが、３月２５日から開 

所という目標で進んでおり、使っていただけるようになります。 

 

 委員 

  ３月２５日は何曜日ですか。 

  

 事務局 

  月曜日です。土日で引越をいたします。 

  なかなか予算的に厳しく、備品類はここから持っていくものもが多いた

め、引越しも大変なことが想定されます。 

  また、竣工式は３月２１日に考えています。午前中に式典を行い、午後に

市民の皆様からご覧いただく内覧会をと考えているところです。 

  

 委員長 

  ３月２５日になったら開所して、この公民館はそこからもう使わないので

すか。 

  

 事務局 

  基本、ここをご利用いただいている方は全て新しい施設へ移っていただく

こととしています。なお、３月２１日の竣工式には、検討委員の皆様にご案

内をさせていただきますので、是非ともご出席をよろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、今お配りいたしましたが、皆様から１つずつ選んでいただいた

結果、４つの作品が残りました。なお、一番上のポポラ安田の安田に線が入

っていますが、正式名称の安田交流センターと重複する安田を消して、ポポ

ラだけでの選定となっております。選んでいただいた４つの作品を最終候補

といたしまして、最終的に市の方で決定をさせていただくこととなりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  

事務局 



  施設に名称プレートを作成いたしますが、そのプレートに安田交流センタ

ー○○と愛称も入ります。そのプレートのタイムリミットが１２月中旬とな

りますので、それまでには庁内で決定をさせていただきます。 

 

 事務局 

  慎重に決定をさせていただきます。 

  当然決定後には、市民の皆様にもホームページ等によりましてお知らせい

たします。 

 

 事務局 

  検討委員会の皆様方にも決定内容について、ご郵送でお知らせしたいと思

っています。 

 

 事務局 

  愛称の選考につきましては以上となります。 

 

 委員長 

  それでは議事の１点目、愛称の選考は１６点の中から４点になりました。

だいたい思ったことは同じような感じですね。この中から１点を市役所から

選んでいただいて、愛称が決定されます。 

  それでは、次のその他について、事務局お願いします。 

 

 事務局 

  先ほど集計の合間に竣工式と正式なオープンについて、お話をさせていた

だきました。 

 

 事務局 

  予約についてですが、条例で３ケ月前から予約可能になりましたので、生

涯学習課の方で日程はまだ決まっていませんが、どういう部屋があって、料

金がいくらになるかなど、今実際に公民館を利用されている団体と城のうち

を利用されている団体への説明会を予定しており、広報で市民の皆様にお知

らせしてから、開催したいと考えています。予定としては、できるだけ１２

月に開催したいと思っています。 

 

委員 

  料金は、あまり上げないで欲しいと思います。 



 

 事務局 

  先般９月議会で、施設の設置条例制定と公民館条例改正について議決さ

れ、公民館条例の中には今ご意見のありました使用料も含まれております。

合併してしばらくたってから旧４町村の施設使用料を再検討して、不均衡の

ないよう設定した経緯があるのですが、その時は部屋の面積的なものを基準

に設定いたしました。今回の新しい施設も全くそれに習った形で使用料を設

定したということで聞いておりますので、特に新しい施設だからといって高

いということはないと思います。今後、維持管理費を考えての使用料の変更

について可能性はありますが、それは全施設一緒のタイミングになると思い

ます。 

  

 委員 

  議会で決めるのですか。 

 

 事務局 

  条例案を提出しまして、議会の議決を得ることになります。 

 

 副委員長 

  平均ではないのですか。 

 

 事務局 

  先ほども申し上げましたが、合併後に４町村の設定を平均的なもので均し

て、改めて各部屋の料金を設定させてもらった経緯があるのですが、そのと

きは部屋の面積を考慮して、平均的なものを採ったのかなと考えておりま

す。 

  

 副委員長 

  あっちの施設が高い、こっちの施設が安いということにならないようにし

てもらいたいと思います。 

  

 事務局 

  料金設定につきましては、管財課長の説明のとおり、このたび９月議会の

条例改正の議決をいただいております。その中で、どのように設定したかと

申しますと、合併以降４地区の公民館使用料について、高い安いの不均衡の

調整を図りながら、それぞれの施設の広さに応じての統一を図りました。今



回の新しくできる施設についても、部屋の広さと目的に応じた部屋の用途に

よって料金を設定させてもらいました。現施設の大集会室のスペースは、交

流センターでは多目的ホールに変わることになります。今日の資料の中に図

面等が付いておりますけど、２倍以上の面積だったりする関係上、それなり

に料金が高くなります。同じ面積であれば、ほかの３地区の公民館と料金は

一緒のような形になっているということで、ご理解をいただきたいと思いま

す。当然新しくなったから、見た目の綺麗さとかはありますけども、それは

それぞれの年代の建築物でありますので、ご利用いただく方々に不平等がな

いように、広さに応じた料金ということで説明させていただいております。 

 

 委員 

  それであれば、異議はありません。 

  ただ、ここの施設は冷暖房が全然効きません。新しい施設になれば冷暖房

はよく効くと思いますので、その点はありがたいと思います。 

 

 委員長 

  希望なのですが、コミュニティセンター城のうちで、健康増進のために無

料で会場設定していただいておりますが、今度新しい施設へ移った場合は料

金がかかるのでしょうか。 

 

 事務局 

  トレーニング機器ですよね。当然機器も新しい施設に設置しますので、利

用者の方にも移っていただくことになります。所管は健康推進課になります

が、料金については、そのまま無料ということで聞いています。 

 

 委員長 

  公民館であれば有料ということだったと思いますが、城のうちということ

で無料と聞いていました。できれば機器類が増えても、皆さん大勢集まって

いる状況ですので、なるべく無料の方がありがたいと思います。 

  

 事務局 

  阿賀野市のトレーニング室については、水原体育館と笹神体育館に本格的

なものを置いていますが、それは有料かと思います。安田と京ヶ瀬に設置し

てある機器については、本格的な使用に相応しいものではないとのことで、

今までどおり無料とすることを聞いています。 

 



 委員長 

  そうしていただくとありがたい。徐々に人が増えていくと思いますので。 

 

事務局 

  時間的なものと曜日的なものは、もう少し充実させることを健康推進課の

方で考えているとのことです。 

 

 委員長 

  希望ですが、今まで以上に使用料が上がらないようお願いします。 

 

 事務局 

  ほかに公民館、生涯学習の方から、お知らせする事項はありませんか。 

 

 事務局 

  料金の方は、今ほど説明させていただいたとおりですが、多少なりとも部

屋そのものが大きくなっておりますので、今までの料金と同じ料金にはなっ

ておりません。広くなった分だけ、若干高くなっていることにつきまして、

ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 委員長 

  ほかに皆さま、ご意見等ありませんか。 

  

 委員 

  図書館の利用は今までどおりカードに書いて、貸し出しカードは公民館の

方にという方法でしょうか。 

 

 事務局 

  図書館については２階に置くこととしていますが、今後の職員体制とかを

含めて内部で調整しているところであり、貸出方法につきましても現在検討

中であります。 

 

 委員長 

  ほかに、ご意見とかご希望はありませんか。 

 

 委員 

  ３階に渡り廊下ができるようですが、診療所３階部分の利用も可能でしょ



うか。 

 

 事務局 

  今日、ここに示されている図面では斜線が引かれていますけれど、この３

階についても調理実習室、和室、小会議室の３室を利用可能とすることで、

準備をしているところです。 

 

 委員 

  利用料金は同じですか。 

 

 事務局 

  同様に面積に応じて設定をさせてもらっています。 

 

 委員 

  こちらで今、実際に利用されている団体はありますか。 

 

 事務局 

  配食ボランティアの愛クックさんが定期利用されています。 

 

事務局 

  旧保健センター部分については、今まで一般の方々にお貸しするというこ

とはしておりませんでした。保健センターとしての目的に合った団体等の利

用だけでありましたが、この機会に皆様からも使っていただきたいというこ

とで整えたところです。有効に使っていただきたいと考えています。 

 

 委員長 

  皆さんいかがですか。よく使っていただいている方、ほかに何かないです

か。 

 

 委員 

  大丈夫です。 

 

 事務局 

  予定どおり、３階のエクサザイズルームと１階の多目的ホールに大きい鏡

が備わることになっています。 

 



 委員 

  ステージはどのくらいの大きさですか。 

 

 事務局 

  ステージは、奥行きが約 4.7メートル、間口は 8メートルくらいです。 

  このステージは、以前からお話しをさせていただいておりますが、不用な

時は床に収納して、すべて床として使えるようになります。 

 

 事務局 

  この大集会室よりは、ぜんぜん広いですね。 

 

 委員長 

  体育館くらいあるのではないですか。 

 

 委員 

  体育館よりは小さいです。半分くらいです。 

 

 委員長 

  ほかに何かありますか。 

 

 委員 

  無事に完成させていただければ、それでよいと思います。 

 

 委員 

  でき上がると駐車場がものすごく狭く感じます。どこの市役所を見ても、

あんなに狭い駐車場はありません。今さらそんなことを言ってもしょうがな

いのですが。 

 

 委員 

  水路はどうするのですか。 

 

 事務局 

  駐車場の水路ですか。あの水路は石積みの護岸で、漏水により周囲地盤の

沈下も発生している状況ですので、駐車場の範囲で改修することとしていま

す。駐車場の工事も既に発注しております。施設の完成に間に合うように、

前面駐車場を改修することとしています。 



 

 委員 

  水路はあのままですか。下に埋めるとかはしないのですか。 

 

 事務局 

  開渠とせず、覆蓋とします。 

 

 委員長 

  住宅部分に流れ込んでいる水路はそのままですか。 

  

事務局 

  住宅部分の改修はいたしません。駐車場の範囲だけです。 

 

 委員 

  駐車場を直して、何台くらい止められるのですか。 

 

 事務局 

  前面駐車場の改修につきましては、舗装部分を直すとか、ラインを引きな

おすことが主となり、基本台数を増やすものではありません。なお、以前保

健センターの隣にあった車庫を解体して既に駐車場整備が終っていますが、

そこで１２台の増となっています。大きなイベント等がない限りは、その駐

車場で足りると考えています。ただし、大きなイベントになれば体育館脇の

駐車場も使っていただくことになります。少し離れ、ご不便をおかけします

が、是非ともご理解をいただければと思っています。 

 

委員 

  開所したら、この公民館と城のうちは使えないのですか。 

 

 事務局 

  基本的にこの公民館は老朽化が激しいため、新しい施設へ移転することに

したもので、今までどおり皆様からご利用いただくということは考えており

ません。 

 

 委員 

  空き家状態ですか。そこを駐車場にするとかは考えてないのですか。 

 



 事務局 

  今後、この建物の取扱い、壊した場合に何かにするという検討は必要と思

いますが、まだ方向性も見えてない状況です。 

  城のうちも利用団体の方には新しい施設に移っていただきますが、まだ建

物としては大丈夫ということで、壊すことはありません。 

 

 委員 

  城のうちは、このまま利用できるのでしょうか。 

   

 事務局 

  今利用いただいている団体については、新しい施設ができ次第移っていた

だきます。 

 

 委員 

  城のうちも、まったくの空き家になるのですか。 

 

 事務局 

  必要があれば、今までどおり使用できる予定です。 

 

 委員 

  今、シルバー人材センターの事務所も入っていますが、今までどおりです

か。 

 

 事務局 

  現在、所管課で検討中です。 

 

 委員 

  竣工式の日程は聞きましたが、こけら落としの日程はいつになりますか。

予定はあるのでしょうか。 

 

 事務局 

  竣工式のアトラクション的なものについても検討中です。 

 

 事務局 

  こけら落としイベントについては検討中です。 

 



 委員長 

  だいたいよろしいでしょうか。 

  皆様、４点に絞っていただき、ありがとうございました。だいたい皆様は

同じような気持ちだと思います。その他におきましても、様々お話をいただ

きましたので、市役所から検討していただければと思います。また、３月 

２１日には竣工式ということで、皆様よろしくお願いします。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 


